
事務機構および事務分掌

専任　５１人 (保健福祉部２名除く)

兼任　　６人

(兼任３人）

(　　４人）

　

　
(　１８人）

(　　２４人）

(　　　３人）

①後期高齢者医療に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に

　関すること。

②後期高齢者医療保険料の収納管理および過誤納金の還付等に

（兼任３人）

⑤後期高齢者医療保険料の収納に関すること。

（戸井支所・恵山支所・椴法華支所・南茅部支所　市民福祉課共通事務分掌）

①国民健康保険に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に関すること。

南茅部支所

②国民健康保険料の収納に関すること。

③国民年金に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に関すること。

④後期高齢者医療に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に関すること。

亀田支所 民生担当

椴法華支所

　関すること。

②国民年金に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に

恵山支所
銭亀沢支所

　関すること。

③後期高齢者医療に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に

　関すること。

戸井支所
湯川支所

（三支所共通事務分掌）

①国民健康保険に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に

　関すること。

戸籍住民課 住民記録担当 国民健康保険，後期高齢者医療の住民異動登録に関すること。

年金担当
①国民年金の被保険者の資格の取得および喪失に関すること。

②国民年金保険料の免除に関すること。

③国民年金の給付に関すること。

高齢者医療
担当

※嘱託１人を含む

健診担当
①特定健康診査に関すること。

②保健事業に関すること。

　関すること。

（課長１人） ②滞納処分に関すること。

③国民健康保険料の収納管理および過誤納金の還付等に

　関すること。

※再任用３人,嘱託

 　２人を含む

②国民健康保険料の賦課に関すること。

③保険給付等に関すること。

④損害賠償請求および返納金に関すること。

⑤診療報酬明細書に関すること。

保険料
収納担当

収納担当
①国民健康保険料および後期高齢者医療保険料の収納に

※嘱託６人を含む
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会

（課長１人） ②国民健康保険事業に係る報告等に関すること。

③国民健康保険運営協議会に関すること。

資格担当
①国民健康保険の被保険者の資格の得喪に関すること。

国保年金課 管理担当
①国民健康保険事業運営安定化の総合的計画の作成等に

　関すること。

（令和元年8月1日現在）
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市民・男女
共同参画課

庶務係 国民健康保険事業特別会計予算経理

（　）内は国保会計支弁職員　事務職員５７人
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